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今　なぜ　セクハラ・パワハラ？
定義・対策・対処法

9 /30　第 2回　やさしく女と男推進講座
「マンガで学ぶ自分らしい生き方」　講師　段　丹映子さん

10/19　男女共同参画推進企業セミナー
「心地よい職場で生き生きと」　講師　青木　孝子さん

10/15　女と男21世紀セミナー　大門地区　井戸端会議
コーディネーター　内山　二郎さん
 イトーヨーカドー　ハロウィン準備会場で

9 /17　吉田地区　男女共同参画推進会議
「誰もが活躍できる社会にするには」
 講師　馬場　よし子さん

9 / 2 　第 1回　やさしく女と男推進講座
「思いを伝える話し方」　講師　山田　千津子さん



セクハラ（セクシュアル · ハラスメント）・パワハラ（パワー · ハラスメント）セクハラ（セクシュアル · ハラスメント）・パワハラ（パワー · ハラスメント）

セ ク ハ ラ ・ パ ワ ハ ラ へ の
事業主の対策

職場における男女双方に対するセクハラ対策
として、次の措置を講ずることが事業主に義務
づけられている
1、事業主の方針の明確化と管理・監督者を含む
労働者にその方針の周知・啓発をすること
2、相談や苦情に応じ、適切に対応するために必
要な体制を整備する。社内外に相談窓口を設置
し、広く相談に応ずること
3、相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確
に確認し適正に対処すること。また、再発防止
に向けた措置を講ずること
4、相談や行為などのプライバシーを保護し、相
談したことや事実関係の確認に協力したことな
どを理由として不利益な取り扱いを行ってはな
らない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
注　 パワハラ対策を講ずる義務づけはないが、労
災として認められやすくなってきた

対 策 ・ 心 構 え ・ 対 処 法
労働者の心構え・対処法

①心構え
・労働者一人ひとりが自分の言動に注意する
と共に、同僚が被害者・加害者にならない
ように職場環境に注意する
・同僚が悩んでいる場合は、気軽に相談に
のってあげる

②被害にあいそうな時の対処法
・嫌なことは嫌だと意思表示をする
・職場で話し合い、周囲の理解を得る

③被害にあったときの対処法
・日時、場所、具体的なやりとり、周囲の状
況を記録しておく
・噂を流された場合、証拠を集める
・断固として謝罪を求める
・相談する（身近な人、上司、相談窓口など）

セクハラ（セクシュアル・ハラスメント）

事業主の対応
　●雇用管理上の措置（配置転換等）を行う
　●相談者への説明
　●就業規則に基づく加害者への制裁
　●再発防止策の徹底
　●職場環境の見直し
加害者の対応
　●被害者への謝罪

事実が確認された場合

事業主の対応
　●職場環境の見直し
　●防止対策の徹底
　●相談者への説明
　●当事者間の関係改善への援助

事実が確認できない場合

本人ヒアリング 相手ヒアリング 第三者ヒアリング

事実関係の確認

相談・苦情日本司法支援センター
法テラス長野

0503383－5415
法テラス松本

0503383－5417
平日　 9：00 ～ 21：00

長野労働局雇用均等室
　　　　　026－227－0125
女性の人権ホットライン
　長野地方法務局
　　　　　026－232－8145
県女性相談センター
　　　　　026－235－5710

（職場でのセクハラ・パワハラは労働者の個人としての 尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です）

相談・苦情への対応の流れ（例）

相談・苦情窓口

労働関係の紛争を解決するための手続きには、民事訴訟や
労働審判制度など、裁判所が行う手続きなどもあります

1　セクハラの現状
厚生労働省の調査では01年～ 05年までは 7千5百件前後で

あった相談件数が、07年には約 1万 6千件となり、05年の 2
倍以上と年々増加傾向にある

2　セクハラの定義
職場などで、相手の意思に反する性的なことばや行為により、

相手を不快や不安な状態に追い込むこと。また、相手のそのこ
とに対する対応により、不利益を与えたり、就業環境を悪化さ
せることなど。平成19年より男性へのセクハラも禁止になった

3　セクハラの起こる要因
事業所などが雇用管理において男性中心の発想から抜け出

せず、女性労働者を対等な労働者として位置づけずに補助的
労働力としか見ない場合や、逆に女性労働者が活躍していて
男性労働者にあまり期待していないような職場では、個々の
労働者が女性も男性も能力を十分発揮できずセクハラが起こ
りやすい。しかし被害者の多くは女性である

セクハラの種類（次の二つのタイプに分類される）
1　対価型セクハラ
職務上の地位を利用し、何らかの雇用上の利益や代償ある

いは対価として性的要求が行われるもの。また、
労働者が拒否や抵抗したことにより、その労働
者が解雇･降格･減給などの不利益を受けること
2　環境型セクハラ
　労働者の意に反する性的な言動により、労
働者の職場環境が不快なものとなり、労働
者の就業意欲が低下したり、労働者が苦痛を
感じ業務に専念できないことなど、能力
の発揮に悪影響が生じること

5　セクハラが与える影響
事業所など

職場環境の悪化、職場秩序の乱れ、仕事の円滑な遂行が
阻害されるなど、事業所などの効率的な運営、労働生産性
から見て大きな問題となる。事業所などの社会的評価も低
下する
セクハラに関する裁判も増加傾向にあり、事業主の雇用

管理責任を問われることもある
被 害 者

セクハラの対象となった被害者の名誉と尊厳を不当に傷
つけ、被害者の心身に害を及ぼす。また、職場環境を悪化
させ、働く意欲を低下させ、能力発揮を阻害し最悪の場合、
退職に追い込むことがある

1　パワハラの現状
昨年、労災認定基準にパワハラを考慮した項目が追加さ
れ、一段とパワハラに対する関心が高まってきた
パワハラに関する厚生労働省の労働紛争統計では、02年
～ 08年までの 6年間で5.4倍に増えた

2　パワハラとは
パワハラは法律では定義されていないが、職場において
職務上の地位や権力を背景に、相手の人格や尊厳を侵害す
る言動を行うことにより、その人に身体的・精神的な苦痛
を与え、その就業関係を悪化させたり、雇用不安を与える
ことなど

3　パワハラの起こる要因
極端な成果主義などの職場環境の変化により、人間性を
否定したり、仕事上の権限を越えて命令したりする場合が
ある。これがパワハラの原因になることが多い
また、パワハラの加害者自身が他の上司によって過剰な
ストレスを与えられていて、そのことでパワハラにはしる
場合がある
加害者は被害を与えている意識がない場合が多い

4　パワハラにあたる言動
・ 仕事の失敗を大勢の前で叱責すること
・私的な仕事に動員すること
・ クビ（解雇）にするぞ！　などと脅かすこと
・無視をしたり、仕事を与えないこと
・過酷なノルマを課すること
・休日に説教電話をすること
・残業を強要すること

・訴えを無視すること　など

5　パワハラが与える影響
事業所など

加害者だけでなく、事業主も責任を問われる場合があ
り、事業所などの評判の低下や時間・労力・コストに大
きなロスが生じることがある。また、職場内の風土・人
間関係の悪化につながる
被 害 者

被害者に精神的な苦痛を与え、仕事の能率に支障をき
たす。就業に耐えられなくなる場合もある

パワハラ（パワー・ハラスメント）

厚生労働省　都道府県労働局雇用均等室参照

今なぜ今なぜ
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食事に一緒に行こう
（何度もしつこく誘う）

君の足
きれいだね

スリーサイズ教えて

えっ…　 そんなぁ…
ひどすぎます

いやと言うなら
君はもういらないよ

休日でも私がゴルフに行く時には、
必ずついてくるように‼
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上
條
壽
美
子

「
山
の
動
く
日
き
た
る　

〜
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
宇そ

宙ら

へ

〜
」
を
テ
ー
マ
に
、
大
阪
府
堺
市
に
て
、
日
本
女
性
会
議
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

1
日
目
は
、
開
会
セ
レ
モ
ニ
ー
で
幕
開
け
を
し
、
岡
島
敦

子
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
長
の
基
調
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

｢

日
本
は
、
ジ

※
ェ
ン
ダ
ー
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
指
数
が
先
進

国
の
中
で
は
、
大
変
低
い
位
置
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
の

第
二
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
で
は
、
２
０
２
０
年
ま
で

に
、
政
策
方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
を
30
％
ま
で
引

き
上
げ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る｣
と
、
話
を
さ
れ
ま
し

た
。（
※
女
性
の
社
会
へ
の
参
画
指
数
）

引
き
続
き
、
元
文
部
大
臣
・
財
団
法
人
日
本
ユ
ニ
セ
フ
協

会
会
長
の
赤
松
良
子
氏
と
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
高
齢
社
会
を
よ
く

す
る
女
性
の
会
理
事
長
の
樋
口
恵
子
氏
の
対
談
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

そ
の
中
で
、
赤
松
氏
は
、「
１
９
８
５
年
男
女
の
平
等
を

う
た
っ
た
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
を
成
立
さ
せ
た
が
、
そ
の

成
立
に
は
、
大
変
な
苦
労
が
あ
っ
た
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
樋
口
氏
は
、「
昭
和
30
年
代
に
は
、
女
性
の
正
職

員
は
結
婚
し
た
ら
退
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
決

ま
り
が
あ
り
、
入
社
時
に
念
書
を
取
ら
れ
た
会
社
も
あ
っ
た
。

現
在
で
も
妊
娠
し
た
女
性
労
働
者
の
70
％
は
仕
事
を
辞
め
て

し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
変
え
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
話
か
ら
、
男
女
共
同
参
画
が
当
た
り
前
の
時

代
に
な
る
に
は
、
お
二
人
の
よ
う
な
方
々
の
努
力
が
必
要
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
樋
口
氏
は
、
高
齢
社
会
を
よ
く
す

る
女
性
の
会
を
基
盤
に
、
関
係
の
審
議
会
で
頑
張
っ
て
お
ら

れ
る
様
子
が
伺
え
ま
し
た
。
お
二
人
は
、
大
学
の
先
輩
後
輩

の
関
係
な
の
で
、
ア
・
ウ
ン
の
会
話
で
大
変
面
白
く
話
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

2
日
目
の
分
科
会
で
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
春
日
キ

ス
ヨ
氏
（
松
山
大
学
人
文
学
部
教
授
）、
パ
ネ
リ
ス
ト
に
市

川
禮
子
氏
（
社
会
福
祉
法
人
き
ら
く
え
ん
理
事
長
）、
備
酒

伸
彦
氏
（
神
戸
学
院
大
学
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
部

准
教
授
）、尹
基
氏
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
・「
故
郷
の
家
」

理
事
長
）
を
迎
え
、「
高
齢
社
会
〜
だ
れ
と
暮
ら
す
？　

ど

う
暮
ら
す
〜
」
を
テ
ー
マ
に
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

春
日
氏
は
、「
一
人
で
生
き
る
こ
と
を
引
き
受
け
、
ど
う

生
き
た
い
か
と
い
う
意
向
を
持
つ
こ
と
が
、
社
会
を
変
え
て

い
く
」
と
話
さ
れ
、
市
川
氏
は
「
最
後
の
日
々
を
ど
う
生
き

る
か
、
自
分
か
ら
前
向
き
に
生
き
る
よ
う
に
心
掛
け
る
」
備

酒
氏
は
「
市
民
の
意
識
が
変
わ
ら
な
い
と
、
社
会
は
変
わ
ら

な
い
」
尹
基
氏
は
「
生
き
延
び
る
福
祉
か
ら
、
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
社
会
に
し
た
い
」
と
そ
れ
ぞ
れ
話
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
お
話
か
ら
、「
や
っ
て
も
ら
う
」
か
ら｢

自
立
す
る
」

の
生
活
へ
変
化
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
が
強
く
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

老
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
介
護
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の

現
状
を
「
知
る
」

と
い
う
こ
と
か
ら

目
を
背
け
が
ち
で

す
が
、
そ
れ
で
は
、

何
も
解
決
し
な
い

し
、
何
も
変
わ
ら

な
い
と
い
う
こ
と

を
痛
感
し
ま
し
た
。

こ
の
2
日
間
、

有
意
義
な
研
修
を

受
け
る
こ
と
が
で

き
、
こ
れ
か
ら
の

活
動
の
参
考
と
し

ま
す
。

百
年
に
一
度
と
い
う
不
況
の
中
、
私
の
子
ど
も
も

そ
ろ
そ
ろ
就
職
を
考
え
る
年
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
気
に
な
る
の
が
、
今
春
卒
業
予
定
者
の
就
職
状
況

で
す
。

一
昨
年
ま
で
の
様
に
内
定
を
も
ら
う
の
は
難
し
い

よ
う
で
、
厚
生
労
働
省
の
一
月
発
表
の
内
定
率
は
、

大
学
生
が
73
・
1
％
、
高
校
生
が
68
・
1
％
だ
そ
う

で
す
。
早
く
景
気
が
回
復
し
て
就
職
希
望
者
全
員
が

就
職
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

今
回
のĀ

共
にā

で
も
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
就

職
し
て
も
セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
の
問
題
が
い

つ
自
分
の
身
に
起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
難
し
い

問
題
で
す
が
、
皆
さ
ん
が
少
し
で
も
問
題
意
識
を
も

っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

小
松
浩
子

お気軽にご相談ください
塩尻市女性相談 0263-54-0783

　月・水・金 9：00～17：00

塩尻警察署（生活安全課） 0263-54-0110
県松本保健福祉事務所（松本合同庁舎内）

 0263-40-1914
県女性相談センター  026-235-5710
県男女共同参画センター（あいとぴあ）

 0266-22-8822
児童虐待・DV24時間　ホットライン

 0263-91-2410

相談の案内相談の案内

◇◇◇日本女性会議2009　さかい◇◇◇

編
集
後
記


